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第１章  総則 

(名  称)

第１条  この法人は、社団法人宮城県専修学校各種学校連合会という。

(事務所)

第２条  この法人は、事務所を宮城県仙台市青葉区本町二丁目１４番２７号に置く。

（地方組織）

第３条  この法人は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。

第２章  目的及び事業

(目　的)

第４条   この法人は、専修学校及び各種学校が、その社会的使命を十分に遂行しうる

よう、専修学校及び各種学校間の協調と結束を図り、自主的にその公共性をたかめ、

もって専修学校、各種学校教育の健全な発展に資することを目的とする。

(事　業)

第５条  この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

（１）  専修学校、各種学校教育に関する調査、広報活動

（２）  専修学校、各種学校の設置者、校長及び教職員の研修

（３）  研究会、講演会等の開催

（４）  関係諸官庁及び諸団体との連絡交渉

（５）  機関紙等刊行物の発行

（６）  会員校学生生徒の知育の向上、徳育の充実、体育の増進及び親睦を図るため

の事業

（７）  専修学校、各種学校教育に関する功労者の表彰

（８）  教職員及び在校生の福利厚生に関する事業

（９）  その他目的を達成するために必要な事業

社団法人宮城県専修学校各種学校連合会  定  款



第３章  会員及び会費 

(会員の種別)

第６条  この法人の会員は、次のとおりとする。

（１）  正会員    宮城県が認可した専修学校、各種学校を単位とし、その設置者、校

長又はその学校より代表届けのある者であって、この法人の目的に賛同の上、宮

城県専修学校協会又は宮城県各種学校協会にそれぞれ所属し、第８条に定める

会費を納める者

（２）  賛助会員   専修学校、各種学校教育の振興に寄与しうる学識経験者及び後援

賛同者などで、第８条に定める会費を納める者

(入　会)

第７条  会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けな

ければならない。

(会　費)

第８条  この法人の入会金及び会費は、次のとおりとする。

(１)  入会金(正会員)    専修学校会員   １００，０００円

各種学校会員     ５０，０００円

（２）  会費(年額)

①  正会員    別表１に掲げる金額とする。

②  賛助会員    ２０，０００円とする。

③  学校法人立専修学校会員加算額    別表２に掲げる金額とする。

(資格の喪失)

第９条  会員は、次の理由によって資格を喪失する。

（１）  当該専修学校、各種学校から退職したとき、又は死亡したとき。ただし、変更届

を会長に届け出をして理事会の承認を得た場合は、この限りではない。

（２）  当該専修学校、各種学校が廃止になったとき

（３）  退会したとき

（４）  除名されたとき

(退　会)

第１０条  会員で退会しようとする者は、理由を付して退会届を会長に提出しなければ

ならない。

(会員の除名)

第１１条  会員が次の各号の一に該当するときは、総会において出席会員の３分の２以

上の同意を得て、会長がこれを除名することができる。

（１）  正当な理由がなく会費を１年以上滞納し、督促を受けてなお納入しないとき

（２）  この法人の会員としての義務に著しく違反したとき

（３）  この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する重大な行為があった

とき

２  前項第２号及び第３号の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にあら



かじめ通知するとともに、除名の決議を行う総会において弁明の機会を与えなけれ

ばならない。

(会費等の不返還)

第１２条  会員が既に納入した入会金及び会費は、いかなる理由があってもこれを返還

しない。

第４章  役員及び理事会

(役　員)

第１３条  この法人に、次の役員を置く。

（１）  会長   １名

（２）  副会長   ３名

（３）  理事 １１名以上１５名以内(会長、副会長を含む。)

（４）  監事   ２名

２  理事及び監事は、総会において選任する。

３  会長及び副会長は、理事の互選により定める。

４  理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(役員の職務)

第１４条  会長は、この法人を代表し、業務を総括する。

２  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長があらかじ

め指名した順序によりその職務を代行する。

３  理事は、理事会を構成し、業務を執行する。

４  監事は、民法第５９条に規定する職務を行う。

(役員の任期)

第１５条  役員の任期は、２年とする。ただし、補欠又は増員による役員の任期は、前任

者又は現任者の残任期間とする。

２  役員は、再任されることができる。

３  役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、そ

の職務を行わなければならない。

(役員の解任)

第１６条  役員でこの法人の役員としてふさわしくない行為があったとき、又は役員とし

て当然なすべき行為を怠ったときは、総会において出席会員の３分の２以上の議決

により、これを解任することができる。

２  第１１条第２項の規定は、前項の役員を解任しようとする場合について準用する。こ

の場合において、第１１条第２項中｢前項第２号及び第３号｣とあるのは｢前項｣と、｢会

員｣とあるのは｢役員｣と、｢除名｣とあるのは｢解任｣と読み替えるものとする。

(役員の報酬)

第１７条  役員は、無給とする。ただし、同一業界関係者以外の役員は、謝金を支給す

ることができる。



(相談役)

第１８条  この法人に、相談役を若干名置くことができる。

２  相談役は、学識経験者又はこの法人に功労があった者のうちから理事会の承認を

得て、会長が委嘱するものとし、又委嘱を取り消す場合も同様とする。

３  相談役は、この法人の事業推進のため、会長の諮問に応じ必要な助言を行う。

４  この法人の相談役の任期は、２年とする。ただし、再委嘱を妨げない。

５  第１７条の規定は、相談役において準用する。

(理事会)

第１９条  理事会は、理事をもって構成する。

２  監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

３  理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を決定する。

（１）  総会の議決した事項の執行に関する事項

（２）  総会に付議すべき事項

（３）  その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

４  理事会は、次に掲げる場合に随時開催する。

（１）  会長が必要と認めたとき

（２）  理事現在数の３分の１以上の理事から、会議の目的たる事項を示して開催の

請求があったとき

５  理事会は、会長が招集する。

（１）  会長は、前第４項第２号の場合には、請求の日から１５日以内に招集しなけれ

ばならない。

６  理事会の議長は、会長がこれに当る。

(定足数)

第２０条  理事会は、理事現在数の２分の１以上の出席がなければ開催することができ

ない。

(議　決)

第２１条  理事会の議決は、この定款に定めるもののほか、出席理事数の過半数の同

意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決)

第２２条  やむを得ない理由により出席できない理事は、あらかじめ通知された事項に

ついて書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができ

る。この場合において前第２０条、前第２１条及び次第２３条第１項第３号については

出席したものとみなす。

(議事録)

第２３条  理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければな

らない。

（１）  会議の日時及び場所

（２）  理事の現在数



（３）  出席理事の氏名

（４）  議決事項

（５）  議事の経過の概要及び結果

（６）  議事録署名人の選任に関する事項

２  議事録には、議長のほか、その理事会に出席した理事のうちから、当該会議におい

て選出された議事録署名人２名以上が署名押印しなければならない。

第５章  総会

(種　別)

第２４条  この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の２種とする。

(構　成)

第２５条  総会は、正会員をもって構成する。

(権　能)

第２６条  総会は、この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項

を議決する。

(開　催)

第２７条  定時総会は、毎年２回開催する。ただし、第１回目は事業年度終了後３月以

内に開催する。

２  臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

（１）  理事会が必要と認めたとき

（２）  正会員現在数の５分の１以上の正会員から、会議の目的たる事項を記載した書

面により開催の請求があったとき

（３）  監事が民法第５９条第４号に基づいて招集するとき

（招　集）

第２８条  総会は、前条第２項第３号の場合を除いて、会長が招集する。

２  会長は、前条第２項第２号の場合には、請求の日から２０日以内に臨時総会を招集

しなければならない。

３  総会の招集は、総会の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、５日

前までに会員に通知しなければならない。

(議　長)

第２９条  総会の議長は、その総会において、出席した正会員のうちから選任する。

(定足数)

第３０条  総会は、正会員の２分の１以上の出席がなければ開催することができない。

(議　決)

第３１条  総会の議決は、前第２１条に準ずる。この場合、｢理事会｣とあるのは｢総会｣と、

｢理事｣とあるのは｢正会員｣と読み替えるものとする。

（書面表決）

第３２条  総会における書面表決については、前第２２条に準ずる。この場合、｢理事｣と



あるのは｢正会員｣と読み替えるものとする。

(議事録)

第３３条  総会の議事録は、前第２３条に準ずる。この場合、｢理事会｣とあるのは｢総会｣

と、｢理事｣とあるのは｢正会員｣と、｢理事の氏名｣とあるのは｢正会員数｣と読み替える

ものとする。

(議決事項の通知)

第３４条  総会の議事の要領及び議決した事項は、会員にこれを通知する。

第６章  委員会及び事務局

(委員会)

第３５条  会長は、この法人の事業を遂行するため必要と認めたときは、理事会の議決

を経て、委員会を置くことができる。

２  委員会は、会長が諮問した事項を調査審議し、又は会長の委嘱した事項をを行う。

３  委員会の委員は、理事会の議決を経て、会長がこれを委嘱する。

４  委員会において、この定款に定めるもののほか必要な事項は、理事会の議決を経

て、別に定める。

(事務局)

第３６条  この法人の事務を処理するため、事務局を置く。

２  事務局には、事務局長その他の職員を置く。

３  事務局長その他の職員は、会長が任免する。  

４  事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、会長が理事会の議決を経

て、別に定める。

第７章  資産及び会計 

(資　産)

第３７条  この法人の資産は、保有形態により、流動資産と固定資産とし、更に、保有目

的により、基本財産と運用財産とに区分する。

(資産の種別)

２  基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

（１）  この法人の設立に際し、基本財産として指定された財産

（２）  基本財産とすることを指定して寄付された財産

（３）  この法人の設立後に、総会で基本財産に繰り入れることを議決した財産

３  運用財産は、基本財産以外の資産とする。

(資産の管理)

第３８条  この法人の資産は、会長が管理し、その方法は確実なもので保管しなければ

ならない。

(基本財産の処分の制限)

第３９条  基本財産は、これを消費し、担保に供し、又は運用財産に繰入することができ



ない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会及び総会の３分の２以上の議

決を経、かつ、宮城県教育委員会の承認を得て、これを処分することができる。

(経費の支弁)

第４０条  この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。  

(事業年度)

第４１条  この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。

(事業計画及び予算)

第４２条  この法人の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、その事業年度開始前

に総会の承認を経て宮城県教育委員会に報告しなければならない。ただし、やむを得

ない事情があるため、その承認が得られない場合には、その事業年度開始の日から

３月以内に総会の承認を経て宮城県教育委員会に報告するものとする。

２  前項ただし書きの場合であっては、総会の承認を得るまでの間は、前事業年度の予

算に準じて収入及び支出をすることができる。

３  前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。

４  会長は、第１項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、総会の承認を経て

宮城県教育委員会に報告しなければならない。ただし、軽微な変更については、この

限りではない。

(事業報告、財務に係る計算書類)

第４３条  会長は毎年度、この法人の事業報告及び財務に係る計算書類を作成し、監事

の監査を経て、その事業年度終了後３月以内に総会の承認を得なければならない。

また、総会の承認を得た後、宮城県教育委員会に報告しなければならない。

２  この法人の決算に収入が支出を超える収支差額が生じた場合は、理事会の議決及

び総会の承認を受けて、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に

繰越するものとする。

(新たな義務負担等の承認及び報告)

第４４条  収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄を

しようとするときは、理事会及び総会の議決を得、かつ、宮城県教育委員会の承認を

得なければならない。

２  この法人が資金の借入をしようとするときも、その事業年度の収入をもって償還する

短期借入金を除き、前項と同様とする。

第８章  定款の変更及び解散

(定款の変更)

第４５条  この定款は、総会において正会員の３分の２以上の同意を得、かつ、宮城県教

育委員会の認可を得なければ変更することができない。

(解　散)

第４６条  この法人は、民法第６８条第１項第２号から第４号まで及び同条第２項の規定

により解散する。



２  民法第６８条第２項第１号の規定による総会の決議に基づいて解散する場合は、正

会員の４分の３以上の同意を得、かつ、宮城県教育委員会の承認を得なければなら

ない。

(残余財産の処分)

第４７条  解散のときに存する残余財産は、総会において正会員の４分の３以上の議決

を得、かつ、宮城県教育委員会の認可を得て、この法人と類似の目的を有する他の団

体に寄付する。

(施行規則の制定)

第４８条  この定款の施行についての規則は、理事会及び総会の議決を経て別に定める。

付　記

この定款は、主務官庁の許可の日から施行する。

付　則

改正後の定款は、宮城県教育委員会の認可のあった日から施行する。

昭和４２年  ４月  ３日制定 昭和４６年  ７月２２日改正 昭和５１年  ７月  ７日改正

昭和５２年  ７月２９日改正 昭和５３年  ７月２１日改正 昭和５６年  ８月１８日改正

昭和６０年  ８月  １日改正 昭和６１年  ８月  ７日改正 昭和６３年  ６月２９日改正

平成  元年  ６月１９日改正 平成  ２年  ６月２５日改正 平成  ６年  ３月  ２日改正

平成１０年  ７月  １日改正 平成１１年  ６月２２日改正 平成１１年１０月  ４日改正

平成１２年  ３月１７日改正



　　別表  １

会費は、均等会費と比例会費に分け、会員はその合計額を負担するものとする。

１校につき ２０，０００円

５０人以下 ０円

５１人以上 １００人以下 ２３０円

１０１人以上 ２００人以下 ２１０円

２０１人以上 ３００人以下 １９０円

３０１人以上 ５００人以下 １７０円

５０１人以上 ７００人以下 １５０円

７０１人以上 １，０００人以下 １３０円

１，００１人以上 ２，０００人以下 １１０円

２，００１人以上 ３，０００人以下 ９０円

３，００１人以上 ７０円

　　別表  ２

会費は、均等会費と比例会費に分け、会員はその合計額を負担するものとする。

ただし、対象会員は、学校法人立専修学校で、旧宮城県学校法人立専修学校協会会員

    並びに入会会員で、宮城県から助成金を受ける会員とする。

１校につき ２０，０００円

５０人以下 ０円

５１人以上 １００人以下 ３３０円

１０１人以上 ２００人以下 ３１０円

２０１人以下 ３００人以下 ２７０円

３０１人以上 ５００人以下 ２３０円

５０１人以上 ７００人以下 １９０円

７０１人以上 １，０００人以下 １５０円

１，００１人以上 ２，０００人以下 １１０円

２，００１人以上 ３，０００人以下 ７０円

３，００１人以上 ３０円

　１  別表１、別表２の比例会費額算定に用いる生徒数は、当該年度前年の５月１日現在における

 　  『学校統計要覧(宮城県教育委員会編集発行)』の公表の数値によるものする。

　２  比例会費の額に１，０００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

比例会費 生徒数

生徒数

生徒1人につき

生徒1人につき

均等会費

均等会費

比例会費


